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川崎市手数料条例の一部を改正する条例 概要 

 

１ 条例改正の概要 

戸籍法の一部改正（令和元年５月３１日公布、令和６年３月１日施行）に伴い、川

崎市手数料条例（以下「条例」という。）の一部改正を行う。 

 

２ 条例改正に係る戸籍法の改正内容 

  平成６年の戸籍法改正により、コンピュータを使用して戸籍事務を取り扱うことが

可能となり、平成２５年には、国が戸籍副本データ管理システムを導入し、法務省に

おいて戸籍の副本を管理することとなった。 

  現在、全国の市区町村において戸籍事務をコンピュータシステムにより取り扱って

いるが、各市区町村のコンピュータシステムがネットワーク化されておらず、戸籍謄

抄本の交付等は本籍地市区町村に限られるなどの課題があった。 

  今回の戸籍法の一部改正により、国が、既存戸籍副本データ管理システムを活用・

発展させて新システムを構築し、各市区町村へのデータの提供が可能となり、次のこ

とができるようになる。 

（１）自らや父母等の戸籍について、本籍地の市区町村以外の市区町村の窓口でも、戸

籍謄本の交付が可能となる。 

（２）自らや父母等の戸籍について、電子的な戸籍記録事項の証明情報（戸籍電子証明

書）の発行が可能となる。 

（３）戸籍届書の書類が画像情報としてデータベース化され、届書等情報内容証明書の

交付、閲覧が、届出地の市区町村及び本籍地の市区町村で可能となる。 

 

３ 条例改正の内容 

  今回の戸籍法の一部改正に伴い、上記２（１）（２）（３）が可能となることから、

川崎市手数料条例第２条について、次のとおり当該交付等に係る手数料を定める条文

の新設及び所要の整備を行う。 

第６号 戸籍証明書の広域交付について修正 

第７号の２ 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行について新設 

第８号 除籍証明書の広域交付について修正 

第９号の２ 除籍電子証明書提供用識別符号の発行について新設 

第１０号 届書等情報内容証明書の交付について修正 

第１１号 届書等情報内容証明書の閲覧について修正 

 

４ 施行期日 

  令和６年３月１日から施行する。 

参考資料１
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川崎市手数料条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○川崎市手数料条例 ○川崎市手数料条例 

昭和25年３月29日条例第６号 昭和25年３月29日条例第６号

第２条 手数料は、次の種別に従い、請求、交付又は検査の際、請求者から

徴収する。ただし、第279号の手数料については、月ごとに徴収することが

できる。 

第２条 手数料は、次の種別に従い、請求、交付又は検査の際、請求者から

徴収する。ただし、第279号の手数料については、月ごとに徴収することが

できる。 

(１) ～（５） (１)～（５）  

(６) 戸籍法（昭和22年法律第224号）第10条第１項、第10条の２第１項か

ら第５項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本

又は同法第120条第１項、第120条の２第1項若しくは第126条の規定に基

づく戸籍証明書の交付 １通につき 450円 

(６) 戸籍法（昭和22年法律第224号）第10条第１項、第10条の２第１項か

ら第５項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本

又は同法第120条第１項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクを

もって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明

した書面の交付 １通につき 450円 

(７) 戸籍法第10条第１項、第10条の２第１項から第５項まで又は第126

条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項

１件につき 350円 

(７) 戸籍法第10条第１項、第10条の２第１項から第５項まで又は第126

条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項

１件につき 350円 

（７）の２ 戸籍法第１２０条の３第２項の規定に基づく戸籍電子証明書提供

用識別符号の発行（情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平

成１４年法律第１５１号）第７条第１項の規定により同法第６条第１項に

規定する電子情報処理組織を使用する方法（地方公共団体の手数料の標準

に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令（平成１２

年自治省令第５号）第１条の２に規定する方法に限る。以下この号及び第

９号の２において同じ。）により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行

う場合（当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同法第６条第１項の規定

により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場

合に限る。）における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に

係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明す

る事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の

（新設） 
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改正後 改正前 

請求を行う場合における当該発行を除く。） １件につき ４００円 

(８) 戸籍法第12条の２において準用する同法第10条第１項若しくは第10

条の２第１項から第５項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づ

く除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第１項、第１２０条

の２第１項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 １通に

つき 750円 

(８) 戸籍法第12条の２において準用する同法第10条第１項若しくは第10

条の２第１項から第５項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づ

く除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第１項若しくは第

126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に

記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 １通に

つき 750円 

(９) 戸籍法第12条の２において準用する同法第10条第１項若しくは第10

条の２第１項から第５項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除

かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項 １件につ

き 450円 

(９) 戸籍法第12条の２において準用する同法第10条第１項若しくは第10

条の２第１項から第５項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除

かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項 １件につ

き 450円 

（９）の２ 戸籍法第１２０条の３第２項の規定に基づく除籍電子証明書提

供用識別符号の発行（情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法

律第７条第１項の規定により同法第６条第１項に規定する電子情報処理

組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う

場合（当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に

規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。）

における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍

電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項

と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明

書の請求を行う場合における当該発行を除く。） １件につき ７００

円 

（新設） 

(10) 戸籍法第48条第１項（同法第117条において準用する場合を含む。）

の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書、同法第48条第２項（同

法第117条において準用する場合を含む。）若しくは第126条の規定に基

づく届書その他区長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第

１２０条の６第１項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 

(10) 戸籍法第48条第１項（同法第117条において準用する場合を含む。）

の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第２項

（同法第117条において準用する場合を含む。）若しくは第126条の規定

に基づく届書その他区長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付 

ア 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、 ア 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、

2
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改正後 改正前 

請求により戸籍法施行規則（昭和22年司法省令第94号）附録第21号書

式による上質紙を用いる場合 １通につき 1,400円 

請求により戸籍法施行規則（昭和22年司法省令第94号）附録第21号書

式による上質紙を用いる場合 １通につき 1,400円 

イ ア以外の場合 １通につき 350円 イ ア以外の場合 １通につき 350円 

(11) 戸籍法第48条第２項（同法第117条において準用する場合を含む。）

の規定に基づく届書その他区長の受理した書類又は同法第１２０条の６

第１項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事

務 １件につき 350円 

(11) 戸籍法第48条第２項（同法第117条において準用する場合を含む。）

の規定に基づく届書その他区長の受理した書類を閲覧に供する事務 １

件につき 350円 
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